
新型コロナウィルス: 世界各国の
政府と企業に対するITFの要求

1  新型コロナ対策に不可欠な
労働者の保護
新型コロナウィルス対策に重要な医薬品、
食糧、機器、物資の輸送を含め、サプライチ
ェーンは世界の物流に不可欠だ。交通運輸
労働者は新型コロナウィルスとの闘いにお
いて、極めて重要なサービスを提供してい
ると認識されるべきだ。
重要なポイント：
• 世界が新型コロナウィルスとの闘いに
勝つためには、感染が広がり続ける期
間を通じ、全ての部門の交通運輸労働
者がこの闘いに不可欠な要素と見なさ
れ、また、事態が収束し、サプライチェー
ンが再び日常に戻った際にも、不可欠
な存在であると見なされるべきだ。

• 交通運輸とその他の必須サービスの提
供労働者は、外に出て他人と接触しなが
ら働くことを求められるため、より一層
手厚い所得補償を受けるべきであり、交
運労働者が新型コロナウィルスに感染
して死亡する、あるいは重症化するよう
なことがあれば、家族に対して補償金の
支払いが保証されるべきだ。

• 新型コロナウィルス対策に不可欠なサ
ービスの提供者を含む、あらゆる産業
の労働者の中核的労働権が尊重される
よう担保するため、彼らが定期的に無料
で検査を受けられるようにするべきだ。

世界は新型コロナウィルス感染症の拡大で未曽有の課
題を抱えている。世界中の政労使が協力し、被害を最小
限に食い止めなくてはならない。
交運労働者はサプライチェーンを連結させ、世界を動
かし続ける世界経済の活力の源であり、新型コロナウ
ィルスの対応策を成功させるためになくてはならない
存在だ。
船員、港湾労働者、トラック運転手、倉庫労働者、配送
運転手などの交通運輸労働者は、必要な物資を必要な
人に届けるべく、今日もこれまで以上に奮闘している。
客室乗務員、パイロット、その他の航空労働者は、今も

2  労働者の安全衛生を最優先
させること
政府と使用者は労働組合と協力し、労働者
の権利と福利に対する脅威を把握しなくて
はならない。政府と使用者は新型コロナウ
ィルスの感染拡大を抑えるために必要な
計画を策定するべきだ。
重要なポイント：
• 新型コロナウィルス関連の安全衛生管
理システムの策定にあたっては、労働
者を参加させることを中核的な原則と
認識するべきだ。国際的な研究からも、
それこそが安全確保の最善の策である
ことが立証されている。新型コロナウィ
ルス関連の安全衛生対策を策定し、そ
の実施状況をチェックする際に、職場代
表が他の代表者と平等な役割を果たす
べきだ。

• 新型コロナウィルスによって労働者がど
のようなプレッシャーを新たに抱えるよ
うになったかを把握し、またそのような
プレッシャーの影響を抑える方法 (例え
ば、労働時間の短縮、収入低下を伴わな
い休憩時間の拡大、カウンセリングの提
供など）を編み出すために、労働組合と
協力するべきだ。

• 新型コロナウィルス査察制度を設置し、
労働者の感染への暴露や感染の拡大を
低減するために職場が適正な方策を講
じているかを、職場に入ってチェックす
ることができるようにするべきだ。

追加のポイント：
• 労働組合や労働者と協力し、あらゆるオ
ペレーションと業務の新型コロナウィル
ス関連リスクを把握するべきだ。

• 新型コロナウィルス対策に肝要な業務
に従事する労働者（交通運輸、配送、ロ
ジステックス労働者など）を対象に無料
検査を提供するべきだ。  

• リスクの高い分野や業務に従事する労
働者を最善の形で保護するためには、
どのような個人用防護具(PPE)が必要か
を考えるべきだ。

• 低賃金労働者、例えば、下請け先の労
働者、移民労働者、女性労働者、健康問
題を抱える労働者などに特別の注意を
払うべきだ。なぜなら、貧困や病気は
免疫機能を損なわせるため、そうした
労働者こそが感染リスクが最も高いか
らだ。貧困はまた、狭く非衛生的な住宅
と関連が深い。

• 労働者、特に移民労働者の医療事情や
個人情報は守られなくてはならない。情
報共有はニーズに基づいて行い、可能
な限り匿名性を保つべきだ。

乗客が母国に帰れるようにサービスを提供し続けてい
る。公共交通労働者は、どうしても仕事に行く必要のあ
る市民が確実に職場に行き着けるように、また、治療を
受ける必要のある市民が病院に行けるように、今後も働
き続けるだろう。
既存の国際労働基準の順守と労働権の保護が新型コ
ロナウィルスの拡大抑制の闘いを成功させる上で極め
て重要であるとITFは確信している。
世界中の交通運輸労組が、グローバル・サプライチェー
ンを連携させ続け、世界を動かし続けることで、今後も
自らの役割を果たしていくだろう。ITFは各国の政府と
使用者に対し、5つの主要分野で直ちに行動することを
要請している。



3.  全ての労働者に対する所得
補償
労働者とその家族の所得を補償すること
は、グローバル経済の安定性を支援する。
パートタイム労働者、移民労働者、非居住
労働者、雇用の不安定な「ギグ」労働者や
インフォーマル労働者を含む全ての労働
者に対する所得支援が不可欠だ。
重要なポイント：
• 新型コロナウィルスの影響で、レイオフ
された、あるいは一時帰休させられてい
る（一時帰休労働者） の収入は、全ての
一時帰休労働者を対象とした方策によ
って（例：デンマーク）、あるいは政府給
付金の支払いによって（例：ニュージー
ランド）、保護されるべきだ。

• 非典型的な不安定雇用の全ての労働者
にも、上述の給付金が支払われるか、あ
るいは、実質的な収入減に悩まずに済
むように、過去12ヶ月の収入の平均額
が支払われるべきだ。

• 社会全体で見ると、女性が介護の負担
を背負っていることが多い。新型コロナ
ウィルスで女性労働者の負担がさらに
増える場合、女性の収入と雇用を守るた
めの特別な手段が講じられるべきだ。

• 新型コロナウィルスに感染した労働者
には、一日目から有給の病気休暇の取
得が保障されるべきだ。非典型的な不
安定雇用の労働者にも、上述の給付金
が支払われるべきであり、あるいは、実
質的な収入減に悩まずに済むように、
過去12ヶ月の収入の平均額が支払わ
れるべきだ。

4.  政府主導の景気刺激策を
策定し、経済を回し続けること
各国政府は雇用と中小企業を含む経済
を守るために投資するべきだ。そうする
ことで労働者の賃金と福利を守るべき
だ。
重要なポイント：
• 世界中の全ての政府が講じる方策が、
利益よりも国民を優先させたもので
なければならない。企業を対象とする
あらゆる支援策において、労働者の福
利と所得補償が第一に考慮されるべ
きだ。必要な場合、政府が主要交通運
輸会社を所有するべきだ。

• 労働組合と協力し、この危機の間、一
時帰休労働者を重要サービスへと再
配置するべきだ。

• 新型コロナウィルスの感染拡大を抑え
るための知識と技術を素早く移転す
るよう担保するべきだ。協力とチーム
ワークによって国際的な対応を導くべ
きであり、暴利をむさぼるためにこれ
が使われるべきではない。

• 知的財産や貿易ルール、経済制裁な
どによって治療や感染拡大抑止策の
移転が遅れることがあってはならな
い。  

• 貧困国が感染防止策や治療、物資の
輸送などの必要な行動に集中し、投
資できるようにするため、現在ある債
務を帳消しにするべきだ。この危機を
通じて、貧困国がさらに負債を抱える
ことがあってはならない。

追加のポイント：
• 全ての国が新型コロナウィルスの感
染拡大を抑えるために必要とする資
源を持てるよう、多国間機関が担保す
るべきだ。

• 「新型コロナウィルス後」の経済で必
要となるスキルを見極め、現在、働くこ
とができずにいる（一時帰休）労働者
を対象としたスキル習得のための研
修を行うべきだ。

5. 持続可能なサプライチェーン
を維持すること
全ての使用者が自社のサプライチェーン
に関わる労働者に対して注意義務を負っ
ている。とりわけ、依存型の自営業者や特
定の企業からの契約に依存している労働
者に対して注意義務を負っている。今日、
サプライチェーンには多くの安全衛生関
連の問題が存在することが立証されてい
る。サプライチェーン全体で一貫した新型
コロナウィルス関連の安全衛生対策が取ら
れなければ、サプライチェーン全体の安全
性を確保することはできない。
重要なポイント：
• 業務契約の中で、サプライチェーンに関
わる全ての企業が新型コロナウィルス
や他の安全リスクから労働者を守るた
めに行動することが担保されるべきだ。
そうすることによってしか、使用者は自
らの注意義務を果たすことはできない。

• サプライチェーンのあらゆる段階に存
在する企業が既存の労働基準に従わな
くてはならない。

• 労働者の参加に基づく安全衛生管理シ
ステムを、サプライチェーン内で、また
同一のサプライチェーンに属する会社
同士の間で、維持するべきだ。

追加のポイント：
• 配送ネットワーク内の配達員など、零細
請負契約者にも必要な訓練や個人用防
護具(PPE)が提供されるべきだ。

• 会社は組合と協力し、新型コロナウィル
スが直接雇用の労働者の生活条件に及
ぼすリスクを把握するべきだ。ハイリス
クであること（例えば、混雑した非衛生
的な状況）が判明した場合、会社は国際
保健機関（WHO）の医療制度ガイドライ
ンに沿った、臨時避難所の設置を支援
するべきだ。

• 企業は、自社のサプライチェーンに関わ
る他の企業や自営業者（配達員など）と
合意した手続きに関する情報を共有す
るべきだ。

• 企業は組合と協力し、在宅勤務が可能
な労働者に必要な設備を提供するべ
きだ。

• 企業は自社のサプライチェーンに関係
するサプライヤー、請負事業者などがこ
のガイドラインに従って行動しているか
をチェックするべきだ。.

世界中の全ての政府が講
じる方策が、利益よりも国
民を優先させたものでな
ければならない。企業を対
象とするあらゆる支援策に
おいて、労働者の福利と所
得補償が第一に考慮され
るべきだ。必要な場合、政
府が主要交通運輸会社を
所有するべきだ。


